
これまでの検討委員会の振り返り

林野庁
令和７年９月

資料１
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１ 開催概要

 森林経営管理法の所有者不明森林等の特例措置を適切に運用できるよう、
特例措置の適用可否に係る判断基準を整備

 ケーススタディや現地検討会も交えつつ、
森林の有する水源涵養機能や土砂流出防備機能等の多面的機能の発揮と森林の管理水準
の関係についての科学的な知見、
財産権の補償を踏まえた特例措置の運用に関する見解について議論・整理

森林管理状況評価指標整備に関する検討委員会

所有者不明森林等の特例措置活用促進に係る検討委員会

R２年度～R５年度

R６年度～

 森林の面的な集約化に向けて、森林経営管理制度以外の法制度も含めた、各種法制度の
活用を深堀りする
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１ 開催概要

(森林管理状況評価指標整備に関する検討委員会)
第1回 令和2年8月19日 書面開催
第2回 令和2年11月17日 ウェブ開催
第3回 令和3年1月18日 ウェブ開催
第4回 令和3年6月15日 ウェブ開催
第5回 令和3年8月18日 ウェブ開催
第6回 令和3年11月8日 現地検討会（岐阜県郡上市）
第7回 令和4年1月28日 対面＋ウェブ開催
第8回 令和4年7月15日 対面開催
第9回 令和4年10月25日 現地検討会（長野県上田市）
第10回 令和5年1月20日 対面＋ウェブ開催
第11回 令和5年7月21日 対面＋ウェブ開催
第12回 令和5年11月8日 現地検討会（青森県三戸町）
第13回 令和6年2月７日 対面＋ウェブ開催

(所有者不明森林等の特例措置活用促進に係る検討委員会)
第1回 令和6年12月11日 対面＋ウェブ開催
第2回 令和7年2月13日 対面＋ウェブ開催

 令和２～６年度までに、合計15回の検討委員会を実施。令和４年４月に、本検討委員会
にて議論した内容を「所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン」として
整理（令和５年２月、令和６年４月にそれぞれ改訂）。

  

 

 

 

 

所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

林野庁森林利用課 森林集積推進室 

業務参考資料 
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 令和４年４月に、森林経営管理制度に基づく所有者不明森林等における特例措置活用を進
めるための「ガイドライン」を作成（令和５年２月、令和６年４月に改訂）。

【ガイドラインのポイント】

①森林所有者の探索方法を詳細に解説

②Q＆A形式で具体の活用場面における疑問に対応

③実際の活用事例やケーススタディの掲載

④森林経営管理制度以外の各種法制度を網羅

１ 所有者不明森林を取り巻く状況

２ 森林の有する多面的機能の発揮と森林

整備の必要性

３ 共有者不明森林等に係る特例の手続

４ 具体の活用場面における検討(Q&A)

５ ケーススタディ

６ その他法制度の活用

７ 森林の管理水準に関する資料集(別冊)

ガイドラインの構成

２ ガイドライン概要
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 探索では、森林に関する「登記簿」等の情報から、不明森林所有者の「戸籍」を探り当て
ることが最も重要なポイント。

 登記簿上の所有者が死亡していた場合の探索範囲は、原則として、登記簿上の所有者及び
その戸籍謄本等から判明する相続人に限定。

探索のフローチャート 【所有者が死亡していた場合の探索範囲】
 登記簿上の所有者が死亡していた場合の探索範囲は、原則として、

登記簿上の所有者及びその戸籍謄本等から判明する相続人に限定さ
れる。

 ただし、相続人（子）が亡くなっている場合であって、相続人
（子）の「戸籍の附票の写し」等から、相続人の相続人（登記名義
人の孫等）の現住所が判明したときは、孫等に対して、意向の確認
を行う。

２ ①森林所有者の探索方法を詳細に解説
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 森林経営管理制度の特例措置は、森林の有する公益的機能の発揮はもちろんのこと、木材
生産を目的とする場合なども含め、地域のニーズに応じて、柔軟に活用が可能。

 森林整備が必要かどうかの判断やどのような経営管理を行うかといった点も、特例措置で
あるという理由で特別な判断基準の設定や経営管理を行う必要はない。

〔 Q5〕森林整備の必要性の具体的判断基準？
Q： 森林整備が必要な森林の判断の目安として、どのような指

標を用いることとすればいいか。
A： 以下のような指標を参考にして、林分の過密状態を判断す

ることが考えられます。
（ア）樹冠長率（樹冠の長さ÷樹高）

40％以下の場合、整備の対象とすることが考えられます。
（イ）形状比（樹高÷胸高直径）

80以上の場合、整備の対象とすることが考えられます。
（ウ）立木密度

施業履歴、施業体系図、収穫予想表等から林齢ごとの成
立本数の妥当性を評価することが考えられます。

〔 Q13〕 主伐（皆伐）を実施したい
Q： 主伐（皆伐）を実施することは可能か。
A： 林業経営者へ再委託する場合など、林業経営の効率化を目

的として特例措置を活用する場合には、主伐（皆伐）を実施す
ることも、当然可能です。

ガイドラインに掲載している主なQ＆A（抜粋）

〔 Q15 〕 所有者不明森林の境界の明確化は？
Q： 所有者不明森林については、片側の所有者にしか境界の確

認を求めることができないが、集積計画を定めてもよいか。
A： 境界の明確化は、現地の状況（林相）や既存の図面の状況、

森林整備の内容に応じて実施することで、差し支えない。
        例えば、一体的に合意形成が図られた森林内に介在する森林

が所有者不明である場合、境界を明確に確定する必要性は低い
ことから、当該森林の外側の所有者による確認のみとすること
も可能。

〔 Q21 〕 確知した所有者から返信がない
Q： 共有者不明森林で特例措置を講じようと考えているが、判

明した共有者のごく一部から「同意する」旨の返事がないので、
法第16条の確知所有者不同意森林の特例の活用を検討したい。

A： 確知所有者不同意森林の特例措置が活用可能。当該者が市
内在住で従前からやりとりがなければ、原則、書類のやりとり
のみで特例措置の手続を進めて差し支えありません（書留郵便
等の利用は必要）。

２ ②Q＆A形式で具体の活用場面における疑問に対応
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３ 所有者不明森林等の特例措置の活用状況
 令和５年度末までに、意向調査を実施した市町村のうち、156市町村が森林所有者の探

索を実施。特例措置の活用は現時点で、12市町で13件（活用に向けた公告を含む）。

・森林所有者の一部が不明
・知れている全員が計画作成に同意

・森林所有者全員が不明

共有者不明森林の特例

所有者不明森林の特例

【特例の概要】

確知所有者不同意森林の特例

・森林所有者の一部又は全員が不同意

令和５年度までの取組状況

探索に取り組んだ市町村 156市町村

探索を行った所有者等 約10,500人

約 6,300ha

うち判明した所有者等 約 5,800人

約 3,500ha

特例措置の活用件数 （手続中を含む） 13件（12市町）

・共有者不明森林 ７件：鳥取県若桜町 （R3.10）、京都府綾部市 （R5.4）、
                                     北海道千歳市 （R5.7）、 群馬県甘楽町 （R5.9）、

長崎県波佐見町 （R5.12)、石川県白山市 （R６.12）、
宮城県大崎市（手続中）

・所有者不明森林 ５件：青森県三戸町 （R5.12）、群馬県中之条町 （R7.2）
愛知県設楽町 （手続中）、北海道苫小牧市（手続中）、

                                        岐阜県飛騨市（手続中）

・確知所有者不同意森林 １件：京都府綾部市 （R5.4） ※（ ）内は経営管理権設定時期
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３ 所有者不明森林等の特例措置の活用状況（令和７年８月時点）

 これまでに３種類全ての特例措置の活用事例あり
 順次、経営管理実施権（配分計画）の設定や森林整備に進んでいる

特例公告 裁定
経営管理権
の設定

経営管理実施権
の設定

森林整備

1 鳥取県 若桜町 共有者不明森林の特例 0.57ha 令和３年３月 済 － 済 設定しない 済
2 京都府 綾部市 確知所有者不同意森林の特例 0.33ha － － 済 済 設定しない 済 No.3と同一森林
3 京都府 綾部市 共有者不明森林の特例 － 令和４年10月 済 － 済 設定しない 済 No.2と同一森林
4 青森県 三戸町 所有者不明森林の特例 1.72ha 令和４年12月 済 済 済 設定しない 済
5 北海道 千歳市 共有者不明森林の特例 0.11ha 令和４年12月 済 － 済 設定しない 済
6 群馬県 甘楽町 共有者不明森林の特例 0.33ha 令和５年３月 済 － 済 済 未着手
7 長崎県 波佐見町 共有者不明森林の特例 3.78ha 令和５年５月 済 － 済 設定しない 済
8 石川県 白山市 共有者不明森林の特例 0.79ha 令和６年５月 済 － 済 済 未着手
9 群馬県 中之条町 所有者不明森林の特例 0.05ha 令和６年７月 済 済 済 未

10 愛知県 設楽町 所有者不明森林の特例 1.48ha 令和６年８月 済 済 未
11 北海道 苫小牧市 所有者不明森林の特例 0.17ha 令和７年１月 済 未
12 宮城県 大崎市 共有者不明森林の特例 0.14ha 令和７年２月 済 － 未
13 岐阜県 飛騨市 所有者不明森林の特例 0.11ha 令和７年２月 済 未

都道府県番号 備考特例市町村名 面積
進捗

特例公告始期



 中之条町は、地元からの要望や災害防止の観点から整備の必要性が高い森林を優先的に森林経営管理制度を活用する方
針。

 町内の森林所有者が不明な森林で、本制度に係る所有者不明森林の特例措置を活用。今後、森林所有者が判明している
周辺森林と一体的に森林整備を進める予定。

所有者不明森林における集積計画の策定｜群馬県中之条町

【対象地区の概要】 【探索の結果】

【経営管理の内容】

集積計画策定森林（19.23ha）
所有者不明森林（0.05ha）

【具体的な手続】

なかのじょうまち

 対象地区において地元から伐採要望があり、施
業の方法を検討。

 周辺森林は、傾斜が急な土地が多いが、当該森
林（0.05ha）は傾斜が緩やかで道路に面してい
ることから、施業時の進入路として適している。

 このため、当該森林の経営管理権が得られない
場合、伐採要望箇所を含め、周辺森林の施業が
一切行えなくなる状況。

 町は周辺森林との一体的な施業が有効であると
判断し、特例措置を活用して森林整備を進める
考え。

 令和６年５月：対象森林の意向調査を実施する
も、宛先不明で返送。

 令和６年６月：登記簿の情報を基に、森林所有
者の住所地へ戸籍関係書類を請求。

 令和６年６月：戸籍関係書類について、該当な
しとの回答。

 令和６年７月：所有者不明森林の特例措置に係
る公告を開始。

 令和７年１月：６か月の公告期間中に申出がな
かったため、町は県へ裁定を申請。

 登記簿上の森林所有者は１名。
 所有者探索のため、登記名義人の住所地の
市町村に対し、住民票、戸籍謄本、除籍謄
本等を請求したが、該当なしとの回答。

 周辺土地所有者などへ聞き込みを実施した
が、当該森林所有者に係る情報を得られな
かった。

 登記簿には、大正14年に売買されて以後
の記載がなく、それ以上の探索が困難であ
ることから、町は所有者不明森林の特例措
置を活用。

 計画期間は20年間。期間内に主伐または
間伐を実施し、年１回以上の巡視を実施予
定。

 周辺森林と一体的に施業する事で、地域全
体の森林資源の循環利用および、効率的な
施業を実現したい考え。



 白山市では、協議会で関係者と意見交換しつつ、森林経営管理制度を活用して施業集約化、森林資源の有効活用を推進。
 配分計画策定予定の森林のうち、人工林２筆について共有者の一部が不明。市は共有者不明森林の特例措置を活用し、
集積計画及び配分計画を策定し、林業事業体へ再委託するとともに、間伐・主伐・再造林を実施する予定。

 今回の事例をモデルケースとして、市内の森林整備を加速させたい考え。

共有者不明森林における集積計画の策定｜石川県白山市

 当該森林は１回目の間伐から10年以上が経
過しており、近年の豪雨災害等で小崩壊が起
こるなど、早急に森林整備が必要な状況。

 集積計画を策定しようとしている森林
45.82ha（456筆）のうち、0.27ha（２
筆）の森林で共有者の一部が不明。

 当該森林について、共有者不明森林の特例措
置を活用し、周囲の森林と一体的に整備を実
施予定。

【対象地区（森林）の概要】 【探索の結果】

 計画期間は15年間。
 令和７年中に、周囲の集積計画

策定森林と合わせて、配分計画
を策定する予定。

 配分計画を策定した後、間伐・
主伐・再造林を実施する考え。

【経営管理の内容】【具体的な手続】
 令和４年度：対象地区の意向調査を実施。
 令和５年６月～12月：対象森林の所有者の

探索実施。
 令和６年４月：対象地区の経営管理権集積計

画案を作成。
 令和６年５月：集積計画案を作成した森林の

うち２筆で共有者の一部が不明であったため、
共有者不明森林の特例措置に係る公告を開始。

 令和６年12月： ６か月以内に異議の申出が
なかったため、集積計画を公告し、経営管理
権を設定。

森林 探索の結果

A

0.212ha

• 登記簿上の森林所有者２名中１名が不明。
• 戸籍謄本等の公的書類を請求するも、「該当なし」との回答。
• 戸籍謄本等を取得できないため、所有者不明と判断。

B

0.058ha

• 登記簿上の森林所有者４名中１名が不明。
• 戸籍謄本等の公的書類を請求するも、「該当なし」との回答。
• 戸籍謄本等を取得できないため、所有者不明と判断。

共有者不明森林A
0.212ha

共有者不明森林B
0.058ha

集積計画策定予定森林 （45.82ha）

はくさん



 綾部市では、人工林の約６割で過去10年間に手入れが行われていないことから、モデル地区を設定して、森林経営管
理制度を活用した森林整備を推進。同意が容易に取得できた森林から、順次、経営管理権集積計画を策定。

 市内の共有林について、森林経営管理制度の特例措置である確知所有者不同意森林の特例措置及び、共有者不明森林
の特例措置を活用して森林整備を実施。

 モデル地区（16ha）は集落や幹線道
に接しているが、10年以上にわたっ
て手入れがされておらず、森林整備
の優先度が高い状況。

 令和３年４月までに、5.57haで集積
計画を策定し、順次、間伐を実施。
残る0.33haの森林について、森林所
有者の一部が不明等だったことから、
特例活用に向けた手続きに着手。

【モデル地区の概要】
 共有林（0.33ha）の登記名義人は25名。
 探索の結果、148名の共有者が判明（同意依頼等により最終

的に147名が対象者と判明）。139名から同意を取得。３名が
宛先不明、５名が未回答又は口頭で不同意（関わりたくない
等）の意思表示。このため、確知所有者不同意森林及び共有
者不明森林の特例措置を活用。

【所有者探索の結果】

 対象森林は、傾斜が40度近くになる箇所があり、集落の道
も狭く、林業機械のアクセスも限定されることから、販売利
益を見込んだ搬出間伐は困難な状況。

 対象森林の周囲では、伐捨間伐を前提として経営管理権集積
計画の同意取得を進めてきたことから、同様の内容で同意を
取得（経営管理権の存続期間は５年で設定）。

【経営管理の内容】

モデル地区の状況

７筆

９筆

21筆

５筆

5.57ha

0.33ha0.33ha

１筆１筆

【意向調査から森林整備までの流れ】
 令和２年１月：モデル地区の意向調査を実施。
 令和２年６月～11月：モデル地区の相続人の探索を実施。
 令和３年１月：モデル地区の意向調査を実施（共有林含む）。
 令和３年７月：共有林（0.33ha）の確知した相続人に同意依頼。
 令和３年８月：同意の回答がなかった森林所有者に対して、同意の勧

告を実施（更に回答がなかった森林所有者に対し、９月に再度勧告）。
 令和４年２月：未回答又は不同意（関わりたくない等）の共有者に関

し、京都府に対して、確知所有者不同意森林の裁定を申請。意見書の
提出等の手続きを経て、同年９月に京都府が裁定を実施し、同意みな
しが確定。

 令和４年10月：宛先不明の共有者に関して、共有者不明森林の特例措
置適用のため、集積計画案の公告を実施。

 令和５年４月：集積計画案に対して、６か月以内に異議の申出がな
かったため、集積計画を公告し、経営管理権を設定。

 令和５年５月：当該森林を含む1.18haについて、間伐を実施。

※１名は相続発生前に死亡（対象外）、１名は死亡

共有者不明森林・確知所有者不同意森林における集積計画の策定｜京都府綾部市
あやべ



1111

４ その他法制度の活用（例）

（１）行政機関による手続のみで対応可能な制度 （２）司法機関の関与が必要な制度

 森林経営管理法以外にも、所有者不明等に対するその他法制度の活用が可能。ガイドラ
インに想定されるケースごとに整理している。
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４ その他法制度の活用も考えられる事例

①愛媛県久万高原町の事例

■ 所有者が判明している森林
■ 所有者が不明な森林

 ケーススタディを重ねる中で、森林経営管理制度以外の手法による対応も考えられる
所有者不明森林の事例も散見

ー

⇒各種法制度の活用に係る議論・整理を進めていく必要性

 作業道の開設のみ
森林法（第50条、51条）に基づく使

用権の設定など

＜対象森林空中写真＞ ＜相続関係説明図＞

 所有者不存在の森林
相続財産清算人や所有者不明土地管理

人制度の活用など

②青森県三戸町の事例
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５ 今後の検討委員会の進め方 案
 令和６～８年度にかけて、以下のスケジュール感で検討を進める

令和６年度
・森林の集約化に向けた各種法制度の活用に係る論点・注意事項の提示
・モデル事業の紹介
・探索等工程調査実施箇所のケーススタディ

令和７年度
・森林の集約化に向けた各種法制度の活用に係る議論・整理
・各種法制度活用に関するケーススタディ
・改正森林経営管理法施行に向けた運用の整理

令和８年度
・森林の集約化に向けた各種法制度の活用に係る議論・整理
・各種法制度活用に関するケーススタディ
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５ 今後の検討委員会の進め方 案

1. 森林経営管理法だけでなく、
その他法制度を含めた所有者不明森林の対応について議論する。

2. そのために、引き続きケーススタディを積み上げていく。
・各種法制度の活用を検討できるもの
・初めから終わりまで追跡調査できるもの
・複雑な探索や対応を要するもの を優先して取り上げる。

3. 改正森林経営管理法施行に当たり、新たにガイドライン等に盛り込むべ
き論点について議論する。

〈令和７年度〉
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